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はじめに 

 

男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動を参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、社会的

及び文化的利益を受けることができ、かつ共に責任を担うべき社会です。 
近年、少子高齢化の進展、家庭や地域社会の変化、人口の減少、経済のグローバル化

など私たちを取り巻く社会は大きく変化しています。 
本市では、2000 年（平成 12年）に「池田市男女共同参画推進計画～いけだパートナー

シップ２１～」を策定し、2002 年（平成 14 年）には、市、市民及び事業者の責務や施

策の基本的な事項を定めた「池田市男女共同参画推進条例」を施行するなど、男女共同

参画社会の実現に向けて総合的に施策を展開してまいりました。 

 さらに 2008 年（平成 20年）には、基本課題の一つに「男女共同参画社会を実現する

ＤＶ防止及び被害者保護のための体制整備」を加え時代に適応する見直しを図り、2012

年（平成 24 年）には「第２次池田市男女共同参画推進計画～いけだパートナーシップ

２１～」を策定いたしました。 

 また、2017 年（平成 29 年）に、2015 年（平成 27 年）に制定された「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律」や社会情勢の変化、国や大阪府の進捗状況を踏ま

え、「第２次池田市男女共同参画推進計画～いけだパートナーシップ２１～（改訂版）」

を策定いたしました。 

今後も、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進すべく取り組ん

でまいります。 

  本書は、「第２次池田市男女共同参画推進計画」の令和６年度中における全庁的な男

女共同参画施策の取り組みをまとめたものです。参考資料としてご活用ください。 

  なお、関係部課におきましては、今後とも市民や事業者の皆様と連携を図りながら、

男女共同参画社会の実現に向けて、着実に施策を推進していただきますようお願い申し

あげます。 

 

 

   令和７年９月 

池田市男女共同参画推進本部 
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１．計画の体系 

                      

基本課題 重点施策 施策の方向 

 

Ⅰ  

１．男女共同参画についての

理解の推進 

①男女共同参画推進のための広報・啓発活動の推進 

②調査・統計における男女別情報の充実 男
女
共
同
参
画
社
会
実
現
の
た

め
の
基
盤
整
備 

 

２．生涯にわたる男女平等教

育の充実 

①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中学校におけ

る男女平等教育の充実 

②多様な選択を可能にする社会教育の推進 

 

３．男女の生涯にわたる健康

の保持・増進 

①生涯をとおしての健康づくりの支援 

②性教育の推進 

 

 

 

Ⅱ  

４．政策・方針決定過程への

女性の参画促進 

①行政委員・審議会委員などへの男女共同参画の 

促進 

②市政や教育に関わる政策・方針決定過程への女

性の参画拡大 

③女性のエンパワメントとネットワーク支援 

男
女
が
協
力
し
て
取
り
組
む
地
域
・ 

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
【
女
性
活
躍
推
進
計
画
】 

 

５．男女が協働で行う地域活

動の促進 

①男女共同参画で行う地域活動・社会活動の促進 

②防災・災害復興対策における男女共同参画の推    

進 

 

 

６．さまざまな困難を抱える

人々の生活の安定と自

立への支援 

①高齢者・障がい者の生活支援の充実 

②ひとり親家庭等の生活支援の充実 

③在住外国人等の生活支援の充実 
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Ⅲ 

 

７．就労の場における男女平

等の促進 

①就労の場における男女の均等な機会と待遇の確

保の推進 

②農業、自営業等に従事する女性の経済的地位の

向上と就業環境の整備 

就
労
の
場
の
男
女
平
等
と 

仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実
現 

【
女
性
活
躍
推
進
計
画
】 

８．仕事と生活の調和(ワー

ク・ライフ・バランス)の

実現のための支援 

 

①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の周知促進 

②男性の家庭生活や地域活動への参画の促進 

③仕事との両立を支える子育て・介護サービスの

拡充 

  

 

 

 

 

Ⅳ 

あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶 

９．あらゆる暴力の根絶 

①セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる暴力

根絶のための啓発推進 

②暴力被害者への相談の充実 

 
 

10．ＤＶ問題を発生さ

せない教育・啓発 

①ＤＶ被害防止に向けた啓発の推進 

②職務関係者への研修の充実 

③加害者への教育・啓発 

11．ＤＶ被害者の安全

を確保するための

支援の推進 

①相談窓口の充実、情報提供 

②緊急時の安全確保 

12．ＤＶ被害者の自立

に向けた支援 

①自立支援策の充実 

②関係機関との連携協力 

 

【
Ｄ
Ｖ
防
止
基
本
計
画
】 
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基本課題Ⅰ  男女共同参画社会実現のための基盤整備

固定的な性別役割分担意識の解消をめざして、継続的に広報や啓発を行います。

次代を担う子どもたちには、「生きる力」を育めるよう男女平等教育を推進します。

生涯を通じて、老若男女だれもが、「いつでも」「どこでも」学びたいとき学べるよう、

多様な学習の場を提供します。

また、男女が主体的に健康づくりに取り組めるよう情報提供や健康診断などの充実を図り

ます。

啓発パンフレットや「広報いけだ」、ホームページへの掲載はもとより、多様な媒体、機会

を通じて広報・啓発に努めています。その際、男性、子育て中の男女、子ども、若者、地域活

動団体役員、事業所など、それぞれの対象によって効果的な手法を用い、男女平等や男女共同

参画の意義の浸透を図るよう、工夫をこらして広報・啓発活動を展開します。

また、庁内においては、多岐にわたる施策の中に男女平等・男女共同参画の視点が行きわた

るよう、市職員・教職員が男女共同参画社会を実現する意義についての認識を深められるため

の継続的で多様な啓発活動、研修を実施します。

また、男女共同参画施策を推進していくためには、男女の置かれている状況を客観的に把握

することが重要であることから、可能な限り男女別のデータの収集・公開を進めます。

【保育所・こども園・幼稚園・小・中学校などで】
本市では、「教育のまち池田」を掲げ、学校・地域・家庭が一体となった「教育コミュニ

ティ」づくりを推進することで子どもたちの健全育成に取り組んでいるところです。また、
池田市の教育に関する指針となる「池田市教育ビジョン」においては、“池田の子ども”を
育むビジョンとして「社会で生きる実践的な力の育成」「豊かな心としなやかな身体の育
成」「信頼される学校づくりの推進」「地域全体で子どもを守り育てる体制づくりの推進」
「生涯学習社会の実現」をビジョンとして掲げて、取組を進めているところです。

こうした取組の中で、ジェンダー（社会的・文化的な性差）にとらわれない、男女平等や
人権尊重の意識のもとで「生きる力」を育むとともに、将来、社会人・職業人として自立し
ていくことができるよう、キャリア教育を推進していきます。
【社会教育の場で】
これまで週日の日中の講座が多く、働く男女等が参加できないことも多かったことを考慮

し、自己の人格を磨き、豊かな人生を送りたいと望むすべての市民が学習することができ、
その成果を適切に生かすことのできるような学習の場を提供していきます。

また、池田市立男女共生サロンにおいてグループの育成を支援しているところです。
今後は男女共同参画推進の拠点として、交流、情報収集・提供の機能を充実していく必要

があります。

計画の指標として挙げている「乳がん」「子宮がん」の各検診受診率は2016年度（平成28
年度）でそれぞれ8.2％・15.7％に留まっています。

男女が思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期等のライフステージに応じて、主体的に健
康づくりに取り組めるよう、情報提供や健康診断などの充実を図ります。

また、性の違いにより疾病の発生率が異なることや、同じ疾患でも治療方針や薬の効き方
などが異なるケースがあることなどが明らかになっているため、性差を踏まえた心身の健康
維持支援や生活習慣病の予防施策に努めます。

特に、固定的な性別役割分担意識によって生きづらさを抱え込む傾向が強い男性について
は、働く人のメンタルヘルスに関する情報提供、相談窓口や学習機会の充実を図ります。

●重点施策１ 男女共同参画についての理解の推進

●重点施策２ 生涯にわたる男女平等教育の充実

●重点施策３ 男女の生涯にわたる健康の保持・増進
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基本課題Ⅰ　「男女共同参画社会実現のための基盤整備」への取り組み

重点施策１　男女共同参画についての理解の推進

担当課

①男女共同参画推進のための広報・啓発活動の推進

多様な媒体や機会を通じた情報発信・啓発 全部局

○男女共同参画啓発パンフレットの作成 人権・文化

内容： 「知っていますか？DV 　　国際課

-ドメスティック・バイオレンス-」

部数： パンフレット2,000部・しおり1,000枚

配布： 市内公共施設等、市役所窓口等、成人のつどい

○広報媒体による情報の提供、啓発 広報広聴課

内容：

○広報誌での男女共同参画の視点に立った表現 広報広聴課

内容：

○男女共同参画社会をめざす講座の開催 人権・文化

内容： TVドラマを通して考える女性の生き方（２回） 　　国際課

父親支援事業（６回） 再掲Ⅰ-2-②

フェムケアセミナー

就労支援セミナー（５回）

夏休み親子セミナー（２回）

家事教室（対象：男性、全６回）

女性の人材育成事業（全５回）

暴力について考える講座

コミュニケーション講座

性に関する講座

場所： ダイバーシティセンター

市職員・教職員に対する情報発信・啓発 ○職員研修会 人事課 

内容： 「人権講演会」（4回）

対象： 希望者

人数： 245人

○職業意識の形成に向けた進路指導の充実

○人権教育研修

内容： 「人権教育研修会」（9回）

対象： 教職員

人数： 202人

学校教育
　　　推進課

　市職員及び教職員が男女平等や男女共同参
画意識の向上を図れるよう、研修や啓発活動を
強化する。

　広報誌の特集やコラム、ＨＰ、ＣＡＴＶの活用、
ｆａｃｅｂｏｏｋやXなど、多様な媒体を駆使するとと
もに、さまざまな講演会などの機会を活用して、
男女平等・男女共同参画の必要性について正
しく理解するための情報発信を充実する。

令和6年度

　男女共同参画について効果的に啓発できるよ
う、講演会やフォーラムを開催する。

施策名および施策の方向

　市の広報活動において遵守すべきガイドライ
ンにそって、男女平等の視点に立った表現を徹
底する。

学校教育
　　　推進課

年間計画に基づき「広報いけだ」やホームぺージ
に男女共同参画にかかる情報を掲載し、広く市
民に周知・啓発を行う。

ガイドラインは未策定であるが、「記者ハンドブック
新聞用字用語集」（共同通信社）を参考に、男女
共同参画の視点に立った表現を徹底
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担当課令和6年度施策名および施策の方向

②調査・統計における男女別情報の充実

男女共同参画に関する各種調査などの情報収集 ○全部局での取り組み 全部局

男女別情報（ジェンダー統計）の充実 ○全部局での取り組み 全部局

　男女間格差の実態を客観的に把握するため
に、庁内で実施される各種意識調査の結果や
統計データなどにおいては男女別のデータ収
集に努め、公表する。

　男女の実情やニーズを的確に把握し、施策に
反映させるため、国や府の新しい取組や各種意
識調査の情報を収集し、市民に提供する。
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重点施策２　生涯にわたる男女平等教育の充実

担当課

①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中学校における男女平等教育の充実

男女平等の視点を育む「教育コミュニティ」の推進 ○各学園における「ふれあい事業」の実施 地域教育課

内容：

人数： 学校支援活動従事者（男女） 61人

(教育コミュニティ外部人材指導者11人、　　　　

学校支援コーディネーター50人)

地域教育課

内容： 地域の大人が放課後の子どもの遊びを見守る。

令和6年度は全校区で実施

人数：安全管理員（男女）延べ1,731人

教職員の学習機会の充実 ○保育士等研修会の実施 幼児保育課

内容： 「保育の質向上のための研修」

対象： 保育所等関係者

人数： 94人

内容： 「人権問題担当者研修」

回数： 2回

人数： 保育所・認定こども園及び児童発達支援センター

各所園1～2人　延べ20人

○乳幼児期における人権保育 幼児保育課

内容：

○教職員研修会の実施

内容： 「人権教育研修会」（9回）

対象： 教職員

人数： 202人

○池田市人権教育研究協議会との連携

内容： 月１回の専門部会での情報交流と啓発活動

令和6年度

放課後等の学習支援、部活動支援、校内環境整
備、花いっぱいプロジェクトなど

池田市人権保育基本方針を元に、人権問題研
修会の取り組みなどを通して、気になる子どもへ
の対応、子どものつぶやきの収集、平和に関する
絵本鑑賞などの取り組み、保護者への啓発など
に努める。

学校教育
　　推進課

学校教育
　　推進課

　保育・教育関係者が男女の不平等や差別に
敏感な視点をもち、生活や教科の中で男女平
等意識を育む教育・保育ができるよう学習機会
の充実を図る。

施策の方向および施策名

　男女共同参画による「教育コミュニティ」づくり
を推進し、子どもたちに男女平等・男女共同参
画の意識を醸成する。

○各小学校・義務教育学校（前期課程）における「キッズ
　 ランド」の実施
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担当課令和6年度施策の方向および施策名

性別にとらわれないキャリア教育の推進 ○乳幼児の保育、教育の充実 幼児保育課

内容：

○就学前教育の充実

内容：

○男女平等観にたった特別活動の推進

内容：

○技術・家庭科における男女共修の推進

内容：

〇広報誌での啓発 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅰ-3-②

②多様な選択を可能にする社会教育の推進

○全部局で取組 全部局

○男女共同参画社会をめざす講座の開催 人権・文化

内容： TVドラマを通して考える女性の生き方（２回） 　　国際課

父親支援事業（６回） 再掲Ⅰ-1-①

フェムケアセミナー

就労支援セミナー（５回）

夏休み親子セミナー（２回）

家事教室（対象：男性、全６回）

女性の人材育成事業（全５回）

暴力について考える講座

コミュニケーション講座

性に関する講座

場所： ダイバーシティセンター

　多様な性のあり方や性的少数者への理解を
深め、すべての子どもたちが安心・安全に過ご
せるよう啓発活動を進めるとともに生活面での配
慮をする。

誰もが参加しやすい環境の整備

  若年層や成人男性、育児期の男女など、活動
への参加が困難な市民のために、保育や時間
帯などを考慮して講座などの開催を充実する。

広報誌でパートナーシップ・ファミリーシップ制度
の周知を行う。

乳児期から就学前年齢までを通して、性の違い
に拘ることなく、人との信頼関係を基盤として自己
肯定感をもち、自発的・自立的に行動する態度を
培えるよう支援を行う。

性的少数者（ＬＧＢＴ）への配慮

3歳児・4歳児・5歳児の3か年を見通した教育課
程を編成し、性別にとらわれず、個々の幼児の個
性や可能性の伸長を図ることができるよう指導･助
言を行う。

特別活動・学校行事を進めるにあたり性差ではな
く個人の特性・適性 に応じた活動が展開でき、そ
れぞれの個性が一層伸長するような活動が進め
られるよう、教育課程ヒアリング等で指導・助言を
行う。

基礎技能の習得にとどまらず、固定観念に基づく
性別役割分担意識等を改革していくよう配慮し、
学年に応じた適切な指導が一層充実するよう、教
育課程ヒアリング等で指導・助言を行う。

  子どもたちが、社会人・職業人として自立して
いけるよう、年齢に応じたキャリア教育を推進す
る。

学校教育
　　推進課

学校教育
　　推進課

学校教育
　　推進課
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担当課令和6年度施策の方向および施策名

社会教育関係者への研修の充実 社会教育課

男女共同参画に関する学習機会の充実 ○講座の開催 人権・文化

内容： TVドラマを通して考える女性の生き方（２回） 　　国際課

父親支援事業（６回） 再掲Ⅰ-1-①

フェムケアセミナー

就労支援セミナー（５回）

夏休み親子セミナー（２回）

家事教室（対象：男性、全６回）

女性の人材育成事業（全５回）

暴力について考える講座

コミュニケーション講座

性に関する講座

場所： ダイバーシティセンター

○婦人学級の開催 社会教育課

内容： 「みんなで楽しく！女性のまなび舎」を開催

回数： 8回

対象: 池田市地域婦人団体協議会会員・一般市民

人数： 延べ447人

情報教育の推進 ○ 教育センター

内容：

　　　　

　　　　　

　ダイバーシティセンターや社会教育施設など
での男女共同参画をテーマにした講座を充実
する。

研修会の実施、情報提供の支援

  情報処理・情報発信能力をつけるとともに、情
報を主体的に収集・判断等できる能力（メディ
ア・リテラシー）を育む。

小・中・義務教育学校の情報教育の充実・推進に
向け、情報教育担当者会、ネットワーク担当者会
を中心に、研修会の実施、情報提供等の支援を
行う。

  社会教育関係者（指定管理者も含む）に対し
て男女共同参画に関する研修を充実する。

○市主催人権講演会への参加
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重点施策３　男女の生涯にわたる健康の保持・増進

担当課

①生涯をとおしての健康づくりの支援

健康の自己管理意識の形成 ○いけだ健康フェスタの実施 健康増進課

内容： 保険医療課

国保・年金課

開催： 令和6年6月8日(土)　　 参加者数：327人 地域支援課

令和6年9月29日（日）　参加者数：346人 介護保険課

性差に応じた健康管理の充実 ○健康増進事業の実施 健康増進課

内容：

人数： 健康教育･･･延べ200人

健康相談･･･延べ155人

○保健事業のご案内の配布 健康増進課

内容：

○乳幼児期の健康管理の充実 幼児保育課

内容：

健康増進課

内容：

人数： 健康診査･･13,250人

子宮がん検診･･･3,424人（19.1％）

乳がん検診･･･2,101人（15.5％）

骨粗しょう症検診･･･1,068人

健康を脅かす要因に関する情報提供の充実 ○健康課題関連の情報提供の実施 健康増進課

内容： 子ども未来課

施策の方向および施策名

　喫煙、アルコール依存、薬物乱用、性感染症、
望まない妊娠など、健康を脅かす要因に対する
正しい知識を得るための情報提供を充実する。

○健康診査の実施

令和6年度

　健康指導担当者のリプロダクティブ・ヘルス／
ライツの意識の浸透に努めると同時に、市民に
対して自分の健康は自分で管理するという意識
の啓発をさらに充実する。

　男女それぞれが自らの健康を主体的に管理で
きるよう、健康教育・健康相談の充実を図る。ま
た、栄養・運動・喫煙・飲酒など一次予防施策を
充実させるとともに、ライフサイクルに応じた健康
診査・検診の受診を意識づけていく。

健康に関するイベント等を行い、健康管理に対す
る啓発を行う。

　性差に応じた疾病の予防についての啓発や
健康診査、保健指導等の充実を図る。また、気
軽に相談できる体制の整備や自殺の予防に努
める。

生活習慣病の改善が図れるよう、健康教育・健康
相談を実施。

保健事業についての案内冊子を毎年全戸配布し
ている。

乳幼児期の健全な心と体を作るための望ましい
食習慣の確立と、運動の保障を行う。

女性特有の疾病、生活習慣病等の早期発見・治
療を図る。

ポスターの掲示や窓口にてパンフレット等の配布
を行い、情報提供を行っている。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

②性教育の推進

学校などにおける性教育の充実 ○人権尊重の立場にたった性教育の推進 学校教育　　

内容： 　　推進課

○思春期の男女に対する正しい知識の普及 学校教育　　

内容： 　　推進課

○自らを大切にする教育・保育の充実 幼児保育課

内容：

思春期相談の充実 ○教育相談の実施 教育センター

内容：

件数: 2,855件

性の多様性に対する配慮 〇広報誌での啓発 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅰ-2-①

　性についての正しい知識を身につけることが
できる性教育を子どもたちの発達段階に応じて
段階的に進めていくため、教職員研修の充実を
図るとともに、性教育指導資料の充実を図る。ま
た、保育所・こども園・幼稚園・小学校・中学校の
連携を図り、系統的な学習を積み上げられるよう
に取り組む。

　教育現場との連携のもとで、思春期のさまざま
な相談に応じるための体制を整備する。

　性の多様性や性的マイノリティに対する理解を
進める啓発、情報提供を推進する。

平成24年度からこれまで教育研究所・青少年セ
ンターで受けていた教育相談を全て教育セン
ターで応じている。公認心理師をはじめとした教
育相談員等を配置し、相談を行っている。

広報誌でパートナーシップ・ファミリーシップ制度
の周知を行う。

・ 性に関する指導は、互いを大切にして生きてい
くという広い視野に立った人間教育として、学校
の全教育活動を通じて行うこと。

 ・一人ひとりの児童・生徒が、男女共同参画社会
の担い手としての姿勢を身につけ、資質を深めて
いくこと。

・発達段階に応じた系統的な指導を、家庭や地
域と連携しながら行うこと。

以上を踏まえて、各学校における性教育が、一層
充実するよう指導・助言を行う。

主として保健・理科・道徳における性教育の推進
にむけ教育課程ヒアリング等での指導・助言を行
う。

乳幼児期から、大人に自分の性や人権を大切に
して貰っていることを感じとり、自ら大切にできるよ
う、家庭と連携しながら教育・保育を行う。
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基本課題Ⅱ  男女が協力して取り組む地域・まちづくりの推進

【女性活躍推進計画】

性別にとらわれず、多様な人材が、市政や企業、地域の活動の場での政策・方針決定過程
の場に参画できるよう、積極的改善措置（ポジティブ・アクション）に取り組んでいきます。
特に、暮らしの場である地域での男女共同参画を促進していきます。

また、さまざまな困難な状況に置かれている男女が安心して自分らしく暮らせるよう、男
女共同参画の視点に立った支援を充実します。

女性のさまざまな分野への参画拡大は、男女間の実質的な機会の平等を図るという観点や、社
会の多様性と活力を高めるという観点から極めて重要な取組であるという認識のもと、市自らが
率先して女性の参画を積極的に推進（積極的改善措置（ポジティブ・アクション））するととも
に、事業所や地域へも積極的に働きかけを行っていきます。

同時に、政策・方針決定の場に女性が参画できるよう、すでにさまざまな分野で活躍している
女性リーダーを発掘するとともに、女性が力をつけていくための取組を進めていきます。

「地域」は、人々にとって身近な暮らしの場であり、そこでの男女共同参画の推進は、男女共
同参画社会を実現するために重要です。

本市においては、これまでの地域活動とともに、10小学校区に「地域コミュニティ推進協議
会」を設置して住民と行政が協力しながら、住民主体のまちづくりを推進しているところです。
こうした組織では、実際の活動は女性が中心となっている場合が多いにもかかわらず、会長をは
じめとした役職の多くは男性で占められる傾向があることを踏まえて、男女双方の視点や意見が
反映されるよう、女性の方針や意思決定の過程への参画を促進します。

また、自主防災組織の活動に参加・参画する女性は多く、自分の地域は自分たちで守るという
意識が根づきつつあります。また、自主防災組織の会長の女性割合は7.3％で、まだまだ低調で
すが、増加傾向にあります。災害・復興時には、女性への不利益が高まることや家庭的責任が女
性に集中することなどの問題が明らかになっていることから、今後はより一層地域での防災・災
害復興などの分野への女性の参画を推進していきます。

単身高齢女性や母子家庭では貧困に陥る割合が高くなっています。女性の場合、固定的な性別
役割分担意識のもとで出産や育児等により就業を中断することや、非正規雇用が多いことなどを
背景に、貧困など生活上の困難に陥りやすくなっています。

また、障がいのある女性、在住外国人女性などは女性であることで複合的な困難な状況に置か

れている場合もあります。
さまざまな困難な状況に置かれている男女が安心して自分らしく暮らせるよう、男女共同参画

の視点に立ったさまざまな取組を推進します。

●重点施策４ 政策・方針決定過程への女性の参画促進

●重点施策５ 男女が協働で行う地域活動の促進

●重点施策６ さまざまな困難を抱える人々の生活の安定と自立への支援
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基本課題Ⅱ　「男女が協力して取り組む地域・まちづくりの推進」への取り組み

重点施策４　政策・方針決定過程への女性の参画促進

担当課

①行政委員・審議会委員などへの男女共同参画の促進

審議会等への女性委員の積極的登用 ○各種審議会等への女性の登用促進 全部局

内容： 人権・文化

　　国際課

比率： 27.0％（206/762人） 再掲Ⅱ-4-③

（令和6年4月1日現在）

女性委員のいない審議会などの解消 ○女性のいない審議会などの解消 全部局

内容： 人権・文化

　　国際課

対象： 20.2％（14/69機関） 再掲Ⅱ-4-③

（令和6年4月1日現在）

②市政や教育にかかわる政策・方針決定過程への女性の参画拡大

女性職員・教職員の職域拡大 ○職員構成状況（女性割合） 人事課

(令和7年4月1日現在）

         R6年度　　　　　　　R7年度

        51.7％        →　　　　51.9％

　　(773/1496人）      　　　(766/1475人）            

※府費負担教職員及び自治法派遣職員を除く。

○教職員構成状況（女性割合） 教職員課

（令和7年5月1日現在）

　　　　　         R6年度　　　　　　　　　R7年度

教　　　員        58.9％        →　　　　60.7％

　　　　　　　　(238/404人）   　　　　(256/422人）   

事務職員        64.3％        →　　　　61.5％

　　　　　　　　 (9/14人）   　　　　　　　(8/13人）    

※教員には養護教諭、栄養教諭を含む。

※講師、臨時主事等を除く。

施策の方向および施策名 令和6年度

　政策・方針決定過程に男女の意見が同等に
反映されるよう、男女のどちらか一方の割合が4
０％を下回らないように、審議会等委員への女
性の積極的な登用促進策を進める。

　女性委員のいない審議会等をなくすよう努め
る。

　女性職員・教職員が特定の職場や職務に偏る
ことなく、多様な仕事を経験しながら、能力を向
上させていくことができるよう職域拡大や登用を
進める。

女性の登用状況の把握と促進のため、全庁的に
調査を実施

登用状況調査の結果を踏まえ、女性委員のいな
い審議会等に対し働きかけを行う。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

女性職員・教職員の管理職への登用の促進 ○職員管理職構成状況（女性割合） 人事課

（令和7年4月１日現在）

　　　　　　　　R6年度　　  R7年度

部長級　　　　  　0.0%  →  0.0%　（0/13人）

参事級　　　　  　0.0%  →　0.0%　（0/0人）

次長級　　　  　　10.0%  →　11.1%　（2/18人）

課長級　　　  　17.3%  →　20.0%　（15/75人）

課長代理級  　36.6%  →　35.6%　（32/90人）

係長級　　　　  26.1%  →　26.5%　（30/113人）

○教職員管理職構成状況（女性割合） 教職員課

 （令和7年5月1日現在）

              　　　　令和6年度      令和7年度

小学校 校長　　　  44.4％  →    44.4％  (4/9人)

　　　　  副校長　 0.0％  →   0.0％  （0/1人）

　　 　　 教頭　　    60.0％  →   60.0％  (6/10人) 

中学校 校長          0.0％  →     0.0％  ( 0/5人)

　　　　  教頭         20.0％  →     20.0％  (1/5人)

              計   36.7％  →   36.7％　(11/30人)

※小学校…義務教育学校前期課程を含む。

　 中学校…義務教育学校後期課程を含む。

○「池田市特定事業主行動計画」の推進 人事課

内容： 再掲Ⅲ-8-①

※市立池田病院医務局、府費負担教職員及び自治法
派遣を除く。

　女性職員・教職員の管理職への登用を進める
ために、男女の意識啓発や働き方の見直しを行
う。

女性活躍推進法に基づいて令和3年3月に策定
した特定事業主行動計画（5か年）を推進する。
（次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業
主行動計画と一体として策定）
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

③女性のエンパワメントとネットワーク支援

女性の活動グループの育成 ○施設利用の促進 人権・文化

内容： 　　国際課

女性のチャレンジに関する情報収集と提供の充実 ○ダイバーシティセンター内図書の充実 人権・文化

内容： 男女共同参画に関する図書の設置 　　国際課

（石橋図書館との連携） 再掲Ⅲ-8-②

女性リーダーの発掘・育成と情報提供 ○各種審議会等への女性の登用促進 人権・文化

　 内容： 　　国際課

再掲Ⅱ-4-①

比率： 27.0％（206/762人）

（令和6年4月1日現在）

○女性のいない審議会などの解消 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅱ-4-①

対象： 20.2％（14/69機関）

（令和6年4月1日現在）

　セミナーやイベントの企画・運営などの実践的
な活動をとおして、女性のエンパワメントの支援
を行う。

　さまざまなチャレンジに関する情報を収集し、
多様な媒体を通じて情報提供を行う。

　地域活動や就労の場などで活躍する女性リー
ダーの情報を収集し、審議会等への登用を図る
とともに、さまざまな場面や媒体を通じてロール
モデルとして情報を提供する。

団体が男女共同参画社会の形成に資する事業
を実施する場合、ダイバーシティセンターの使用
料を減免

女性の登用状況の把握と促進のため、全庁的に
調査を実施

登用状況調査の結果を踏まえ、女性委員のいな
い審議会等に対し働きかけを行う。
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重点施策５　男女が協働で行う地域活動の促進

担当課

①男女共同参画で行う地域活動・社会活動の促進

○全部局で実施 全部局

②防災・災害復興対策における男女共同参画の推進

自主防災組織への女性の参画促進 ○講師依頼 危機管理課

内容：

実績： 97人参加

男女の防災力アップへの支援 ○パンフレットの配架 人権・文化

内容： 　　国際課

○自主防災訓練実施 危機管理課

内容： 男女合同で同一の訓練を実施

実績： 16回実施、2,337人参加

○自治会・町内会役員の女性割合

内容： 女性の登用促進を図る。

　緊急時において固定的な性別役割分担意識
のもとで行動することがないよう、平時から男女
が協力した地域活動を推進する。

コミュニティ
推進課

男女共同参画週間啓発展示でパンフレットを配
架する。

施策の方向および施策名 令和6年度

地域活動における男女共同参画の促進のための
情報提供や学習機会の提供

　自治会や地域コミュニティ推進協議会、自主
防災組織など地域活動における男女共同参画
の先行事例の紹介や学習機会の充実を図る。

　自主防災組織の意思決定過程への女性の参
画を促進する。

　パンフレット「女性の視点から防災対策につい
て考えよう」を活用しながら、女性が災害や防災
に対応する力をつけるための機会を充実する。

出前講座等において防災・災害対策における女
性の参画について講演
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重点施策６　さまざまな困難を抱える人々の生活の安定と自立への支援

担当課

①高齢者・障がい者の生活支援の充実

高齢男女の社会参画促進のための支援 ○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

内容： 再掲Ⅱ-6-②

再掲Ⅲ-7-①

回数： 週２回

○シルバー人材センターへの助成 高齢・

人数： 会員622人 福祉総務課

件数： 受注2,432件 再掲Ⅱ-6-②

○民生委員児童委員協議会の活動 高齢・

内容： 福祉総務課

会員：  172名（令和6年度末）

高齢男女の生活自立支援 ○高齢者日常生活援助事業 高齢・

　男女の違いに配慮した介護予防対策を進める。 内容： 福祉総務課

人数： 延べ84件

○ねたきり老人に対する紙おむつの支給 高齢・

人数： 延べ102人 福祉総務課

○養護老人ホームへの入所措置 高齢・

人数： 延べ8人 福祉総務課

○在宅介護支援事業 地域支援課

内容： 地域包括支援センターを中心に高齢者を支援

○緊急通報装置の貸出事業 高齢・

内容： 緊急時の連絡手段の確保 福祉総務課

件数： 392件

○共同介護認定審査会事業 介護保険課

内容：

件数： 4,175件（月平均348件）

施策の方向および施策名 令和6年度

　「しごと相談・支援センター」を充実し、高齢者
の就労支援を推進する。

　高齢者の社会参加活動に関する広報・啓発、
情報提供・相談体制の整備、指導者養成などを
推進する。

高齢者などの就労困難者に雇用・就労支援のた
めの面談及び情報を提供

地域の繋ぎ役として、住民の有する生活上の
様々な相談を受け、制度及びサービスに関する
情報を提供し、必要と判断すれば市役所、社会
福祉協議会、その他の関係機関と連携しサポート
を図る。

高齢者の日常生活の利便性向上のため、買物、
清掃といった軽微なサービスを提供する。

池田市・豊能町・能勢町の共同で対応し、公平な
審査及び効率的な運営を図る。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

介護保険課

内容：

件数： 居宅 3,844人/月　地域密着型 882人/月

○介護保険施設サービス 介護保険課

内容： 介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

人数： 545人/月

○機能訓練の実施 障がい福祉課

内容： 専門職員による訓練指導、助言

人数： 延べ390人

○聴覚障がい者等支援事業（要約筆記通訳含む） 障がい福祉課

内容：

件数： 延べ112件

内容：

人数： 手話通訳者2人

件数： 1件

○重度障がい者住宅改造助成事業 障がい福祉課

内容：

件数： 0件

○障がい者デイサービス給付費 障がい福祉課

内容： 在宅障がい者の日常生活の介護補助

人数： 2人（延べ3人）

○共同生活援助給付事業 障がい福祉課

内容：

人数： 144人（延べ1,726人）

○介護保険居宅・地域密着型サービスの給付

（4月～3月審査）

男女平等の視点に立った障がい者の相談などの
充実

　「障害者差別解消法」に基づいて、女性である
ことで複合的な差別があることへの敏感な視点
をもって相談などの支援を充実する。

夜間や休日、共同生活を行う住居で入浴、排泄、
食事の介護等を行う。

訪問・通所の介護、リハビリテーション、福祉用具
の購入、住宅改修補助、グループホーム、小規模
多機能型居宅介護　等

身体障害者手帳をもつ聴覚障がい者が、社会生
活を営む上で意思疎通が困難な場合に派遣す
る。

市が主催する行事や議会の傍聴等に派遣し、社
会参加の促進を図る。

住み慣れた地域で自立生活を促進するため、住
宅改造費の一部を助成する。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

○居宅介護支援給付事業 障がい福祉課

内容：

時間： 延べ65,178時間

○障がい者入浴サービス事業 障がい福祉課

内容：

人数： 4人（延べ140人）

○障がい者地域支援センター運営事業 障がい福祉課

内容： 障がい者（児）の相談事業

基幹相談支援センター　福祉相談「くすのき」

地域活動支援センター　咲笑（さくら）

地域生活支援センター　あおぞら

　　　　　　　　　　　　　　　ひだまり

　　　　　　　　　　　　　　　Sunはーと

地域生活拠点整備　　　福祉相談「くすのき」

件数： 福祉相談「くすのき」・・・延べ8,875件

咲笑（さくら）・・・・・・・・・延べ4,501件

あおぞら・・・・・・・・・・・・延べ7,893件

ひだまり・・・・・・・・・・・・・延べ1,435件

Sunはーと・・・・・・・・・・・延べ1,197件

○障がい児の療育の実施 やまばと学園

場所： 池田市立児童発達支援センターやまばと学園

内容： 発達に遅れのある幼児、児童が日常生活に

おける基本的動作を習得し、集団生活に適応

することができるよう、個々の子どもの発達の

状況及びそのおかれている環境に応じて、

必要な発達支援を適切に行う。

実績： 児童発達支援及び放課後等デイサービス

・通園（保育、訓練、相談等支援)…延5,280人

・キッズクラブ、きらきらクラブ（療育支援）…延297人

・保育所等訪問支援事業（訪問支援）…延20人

・OT、ST、整形診察、発達検査・相談、親子教室、

　キッズクラブ・きらきらクラブ保護者勉強会…延1,754人

・池田市立くすのき学園の入浴設備を利用し施設
内での入浴を実施

身体・知的・精神障がい（児）・難病世帯へホーム
ヘルパーを派遣することにより、生活の安定を図
る。

・家族の介護だけでは入浴が困難な在宅重度障
がい者に対し、移動入浴車での訪問入浴を実施
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

障がい者の就労支援の充実 〇施設介護支援給付事業 障がい福祉課

〇施設訓練給付事業

内容： 障がい者に対する生活・職業訓練の実施

件数： くすのき学園･･･48人　　　　（R7.3.31現在）

Kupu Lea（旧東山作業所）･･･47人

ｿｼｵﾜｰｸ･･･19人

こすもす・・・16人

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽさつき・・・15人

○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

内容： 障がい者などの就労困難者に雇用・就労 再掲Ⅱ-6-②

支援のための面談及び情報を提供 再掲Ⅲ-7-①

回数： 週2回

当事者や家族の会の支援 ○高齢者見守り事業 高齢・

内容： 75才以上の安否確認名簿を市が作成し、 福祉総務課

民生委員が安否の確認を行い、高齢者が

安心して暮らせるような見守りネットワーク

の充実を図る。

○シルバー人材センターへの助成 高齢・

人数： 会員622人 福祉総務課

件数： 受注2,432件 再掲Ⅱ-6-①

障がい福祉課

内容： 障がい者のニーズに応じた事業を実施し、

障がい者の自立と社会参加の促進を図る。

また、啓発事業を実施することにより障がい者

に対する理解を深める。

②ひとり親家庭等の生活支援の充実

多様な家族形態への理解の促進 ○人権リーダー養成講座の実施 人権・文化

内容： 「みんなでなくそう！差別といじめ 　　国際課

～前向き思考で拓ける、明るい地域づくり～」

回数： １回

対象： 市民、啓発委員及び市職員など

人数： 72人

障がい者の就労支援を推進するとともに、差別
のない就労の場づくりのための支援を充実す
る。

　高齢者や障がい者のグループや家族の会の
支援を行う。

　ひとり親家庭やステップファミリー、同性家族な
どさまざまな形態の家族が安心して暮らせる社
会の気運を醸成するため、啓発や学習機会の
提供を行う。

事業数：12事業

○障がい者社会参加促進事業
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

ひとり親家庭への支援についての情報の提供 ○ひとり親家庭相談事業の実施

内容： ひとり親家庭相談、指導　　離婚前相談

件数： 391件

○母子父子寡婦福祉資金貸付事業（大阪府へ進達）

件数： 11件

高齢・

福祉総務課

○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

内容： 再掲Ⅱ-6-①

再掲Ⅲ-7-①

回数： 週2回

高齢・

福祉総務課

子育て支援課

③在住外国人等の生活支援の充実

○ボランティアグループへの支援 人権・文化

内容： 　　国際課

○保育付き「にほんごカフェ」の実施 人権・文化

内容： 外国人が子連れで学べる日本語教室を開催。 　　国際課

〇外国人と地域市民が交流できるイベントの実施 人権・文化

内容： 　　国際課

多言語による情報提供の充実 ○行政窓口文書等の翻訳 人権・文化

　　国際課

○多言語情報誌「池田くらしの情報」発行（隔月） 人権・文化

　　国際課

多言語による相談窓口の整備 ○多言語スタッフの派遣 人権・文化

　　国際課

ひとり親家庭を対象にした自立に関する相談・支
援

○母子寡婦福祉会事務局を設置し、母子寡婦関係の情
報を提供

ひとり親家庭の親などの就労困難者に雇用・就労
支援のための面談及び情報を提供

○民生委員・児童委員を対象に、新任・中堅研修を大阪
府民生委員児童委員協議会において実施

「池田日本語ボランティア友の会」など地域在住
の外国人を支援するグループに対し、活動の場
（ダイバーシティセンター）を提供

外国人住民が主体となり、日本人との交流が図れ
るイベントを開催。

子育て
　 支援課　生活支援や子育て支援、就業支援などに関す

る情報や相談窓口について、多様な媒体を通じ
て周知を図る。

　在住外国人等が安心して暮らせるよう、多言語
による情報提供を行う。

　在住外国人等が利用しやすいように多言語で
相談できる機関との連携を図る。

子育て
　 支援課

ひとり親家庭への相談機能の充実と相談担当者
等への研修の充実

　男女共同参画の視点でアドバイスができるよ
う、母子・父子自立支援員やケースワーカー、民
生委員・児童委員などの相談担当者への研修
機会の充実を図る。

相互理解のための交流の場や学習機会の提供の
充実

　在住外国人やその子どもたちが地域で安心し
て暮らせるよう、相互理解を深めるための交流の
場や学習機会の提供を充実する。
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基本課題Ⅲ  就労の場の男女平等と仕事と生活の調和の実現

【女性活躍推進計画】

企業や男女労働者に対して、男女間の賃金の格差や非正規雇用における環境の整備の重要

性について啓発するとともに、農業や自営業、起業をめざす女性に対して支援をしていきま

す。

また、働く男女が、仕事と家事や育児・介護、ボランティア活動などに積極的に関わって

いけるよう、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現に向けた啓発や、

子育てや介護の福祉サービスの充実を図ります。

企業や男女労働者に対して、女性の能力発揮促進の支援という観点から、「女性活躍推進法」

や「男女雇用機会均等法」等関係法令の周知を図ります。
また、男女間の賃金の格差やさまざまなハラスメント、妊娠・出産・育児休業などを理由とす

る不利益取り扱い、非正規雇用者の処遇など、男女の均等な機会及び待遇の確保に向けた環境整
備の重要性について啓発をしていきます。
「池田市総合戦略」に基づき、農業や自営業、起業をめざす女性に対して支援をしていきます。

事業所や男女労働者に対して、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の取組は、一

人ひとりの生活にゆとりと豊かさをもたらすばかりでなく、企業にとっては、業務の効率化や従

業員の定着、有能な人材の確保、企業イメージの向上などにつながるものであるという認識を普

及します。
また、男性の家事・育児・介護参画のための多様な学習機会を提供するとともに、仕事と子育

てや介護との両立を可能にする福祉サービスの充実を図ります。

●重点施策７ 就労の場における男女平等の促進

●重点施策８ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のための支援
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基本課題Ⅲ「就労の場の男女平等と仕事と生活の調和の実現」への取り組み

重点施策７　就労の場における男女平等の促進

担当課

①就労の場における男女の均等な機会と待遇の確保の推進

○労働に関するチラシ・ポスターの配架・掲示 商工振興課

○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

内容： 再掲Ⅱ-6-①

再掲Ⅱ-6-②

回数： 週2回

○庁内及びダイバーシティセンターでの情報提供 人権・文化

内容： 府などのパンフレット・リーフレットの掲示 　　国際課

働く男女の健康管理対策の推進 ○メンタルヘルスの確保に向けての広報 商工振興課

内容： 府が作成するチラシの配架

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○産休明け保育の実施(産後57日目からの受入れ） 幼児保育課

内容： 再掲Ⅲ-8-③

○一時預かりの実施 幼児保育課

内容： 再掲Ⅲ-8-③

○休日保育の実施 幼児保育課

場所： ステーションNビル２階「カルガモ」 再掲Ⅲ-8-③

内容： 私立1園で実施（日曜日・祝祭日）

対象： 市内認可保育所等在籍の乳幼児

○病児・病後児保育の実施 幼児保育課

場所： 市立池田病院内　病児・病後児保育室 再掲Ⅲ-8-③

対象： 病気治療中、または病気回復期にある市内

在住の生後57日から小学6年生までの児童

で、保護者の事情により保育が困難な児童

利用料： 住民税課税世帯及び生活保護世帯・市民

税非課税世帯の利用料を設定

施策の方向および施策名 令和6年度

男女雇用機会均等法等の法制度の周知徹底と労
働相談の充実

　「男女雇用機会均等法」や「労働基準法」など
の趣旨を周知させ、雇用の分野で男女平等を
確保するため、事業者及び労働者に広報・啓
発、学習の機会を充実すると同時に、相談窓口
の整備を図る。

雇用の場での女性の活躍推進と男女が共に働き
続けやすい職場環境づくりのための啓発・広報

性差に基づく就労困難者に雇用・就労支援のた
めの面談及び情報提供

公立保育所1所、公立認定こども園2園、私立保
育所7所、私立認定こども園6園及び小規模保育
事業所2園で実施

公立保育所1所、公立認定こども園2園、私立保
育所3所、私立認定こども園4園、認可外保育施
設等1所

　事業所に対して、メンタルヘルスの確保及び
女性が母性を尊重され、働きながら安心して子
どもを産み、育てることができる環境を整備する
よう働きかける。

　非正規の雇用環境を向上させるための事業
所への働きかけを行います。

日曜、祝祭日等の休日に家庭での保育が
困難となった児童に対して保育を行う。

　女性の積極的登用や職域拡大、男女が働き
続けやすい職域づくりに取り組む事例や、積極
的改善措置（ポジティブ・アクション）を取り入れ
た事例の紹介に努める。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

○送迎保育ステーション事業 幼児保育課

場所： ステーションＮビル２階「カルガモ」 再掲Ⅲ-8-③

ライオンズマンション内「もりもりＫＩＤＳ」
内容：

○延長保育事業 幼児保育課

場所： 学務課

再掲Ⅲ-8-③

内容：

○待機児童解消保育事業 幼児保育課

場所： 【ふくまるキッズ園】阪急電車高架下（石橋駅最寄） 再掲Ⅲ-8-③

【待機児童解消保育ルームぴよぴよ】脇塚会館

内容：

○留守家庭児童会の運営 地域教育課

場所： 各小学校内留守家庭児童会室（10児童会）

内容：

対象： 小学1年生から3年生(要配慮児は6年生)

までの児童

②農業、自営業等に従事する女性の経済的地位の向上と就業環境の整備

女性の起業支援 ○企業育成室「いけだピアまるセンター」の設置 商工振興課

内容：

農業や自営業に従事する女性への支援の充実 未実施 商工振興課

　池田商工会議所、「いけだピアまるセンター」
などと連携し、起業をめざす女性への支援をす
る。

公立保育所1所、公立認定こども園4園、私立保
育所11園、私立認定こども園9園、地域型保育事
業所5所

保育を実施し、多様な勤務時間の保護者に対応
し、長時間保育を保障する。

　農業、商工業などの自営業に従事する女性の
労働実態の把握に努めるとともに、活動への支
援を充実する。

送迎保育ステーションを設け、一部入所児童の
送迎拠点とし、保護者の利便性を図るとともに、
待機児童の防止を図る。

認可保育所等に入所できなかった児童を受け入
れる事で、保護者の就労を支援する。
育休明けの申込が最も多い１、２歳児を受け入
れ、待機児童の防止を図る。

放課後及び学校の長期休業中、保護者が就労
等で育成できない留守家庭の児童を対象に、遊
び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成を
図る。

同センターの利活用を促進し、創業間もないまた
は、新事業を起こそうとする中小企業や起業家を
支援する。
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重点施策８　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のための支援

担当課

①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の周知促進

○「池田市特定事業主行動計画」の公表 人事課

内容：

企業へのはたらきかけ ○ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレットの掲出 商工振興課

内容： 再掲Ⅲ-8-③

　

　

市役所のワーク・ライフ・バランスの推進 ○「池田市特定事業主行動計画」の推進 人事課

内容： 次世代育成支援対策推進法に基づいて 再掲Ⅱ-4-①

令和3年3月に策定した特定事業主行動

計画（5年間）を推進する。

（女性活躍推進法に基づく特定事業主行

動計画と一体として策定）

②男性の家庭生活や地域活動への参画の促進

男性向けの情報提供や啓発活動の推進 ○男性向け男女共同参画についてのリーフレットや 人権・文化

　　国際課

内容：

施策の方向および施策名 令和6年度

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関
する意識啓発の推進

育児・介護休業法などについて周知、一層の定
着を図るための情報提供や相談を充実する。

　企業や男女労働者に対して、働き方の見直し
や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
実現の取組み先行事例を提供するなど、推進
のための情報提供を図る。

次世代育成支援対策推進法に基づいて令和3年
3月に策定した特定事業主行動計画（5年間）の
推進状況を公表する。（女性活躍推進法に基づく
特定事業主行動計画と一体として策定）

ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレットの配
架

　市内事業所に対して、「一般事業主行動計
画」「女性活躍推進計画」策定に向けての支援
を行う。

　「池田市特定事業主行動計画」にそって、市
役所のワーク・ライフ・バランスの推進を図る。

　男性にとっての男女共同参画の意義について
理解を促進するために情報提供や啓発活動を
推進する。

パンフレットなどの掲出

男性向け男女共同参画についてのリーフレットや
パンフレットなどを庁内やダイバーシティセンター
にて掲出する。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

○親子教室（地域子育て支援拠点事業）

 （主催：わたぼうし）

内容： 「土曜日ふれあいDay」 再掲

対象： 就学前の子どもと保護者（父母） 次ぺ－ジ

回数： 24回

人数： 父親72人

（主催：ホップくん）

内容： 「土曜あそぼうDAY」

対象： 就学前の子どもと保護者（父母）

回数： 5回

人数： 父親19人

○「おかあさんといっしょ　おとうさんもいっしょ」 地域教育課

対象： 1歳以上の未就園児と保護者（父母） 再掲

回数： 18回   次ぺ－ジ

人数： 延べ189人

○あなたも厨房に入ろう （男性料理教室） 中央公民館

内容：

人数： 66人

回数： 10回

男性のネットワーク支援 ○ダイバーシティセンター内図書の充実 人権・文化

内容： 男女共同参画に関する図書の設置 　　国際課

（石橋図書館との連携） 再掲Ⅱ-4-③

〇父親支援事業の実施 人権・文化

内容： 　　国際課

○ＮＰＯ人材養成講座の実施

回数： 7回

人数： 延べ78人

○市民活動交流センターの運営・管理

内容：

男性向けの家事、育児、介護などの生活能力を高
めるための講座などの開催

子育て
　　　支援課

　若者、子育て中の父親、定年前後の男性、介
護を担う男性などのネットワークづくりを支援す
る。

　家事、育児、介護などの生活者としての能力を
つけるための学習機会を提供する。

コミュニティ
　　　推進課

(主催：水月児童文化センター）

コミュニティ
　　　推進課

料理に初挑戦の男性を対象に心身共に活性化
するとともに、生活能力もＵＰする場を提供する。

公益活動をはじめとする市民の多様な活動を促
進するため、活動に係る情報提供や相談・助言、
活動の場の提供など、各種支援を行う。

「パパカフェ」「パパスクール」と題して、育児中の
父親が学んだり、気軽に意見交換できる場を提
供し、ネットワークづくりを支援。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

○親子教室（地域子育て支援拠点事業）

 （主催：わたぼうし）
内容： 「土曜日ふれあいDay」
対象： 就学前の子どもと保護者（父母）
回数： 24回

人数： 父親72人 再掲

前ぺ－ジ

（主催：ホップくん）

内容： 「土曜あそぼうDAY」

対象： 就学前の子どもと保護者（父母）

回数： 5回

人数： 父親19人

○「おかあさんといっしょ　おとうさんもいっしょ」 地域教育課

対象： 1歳以上の未就園児と保護者（父母） 再掲

回数： 18回 　前ぺ－ジ

人数： 延べ189人

③仕事との両立を支える子育て・介護サービスの拡充

○ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレットの掲出 商工振興課

内容： 再掲Ⅲ-8-①

子育て支援の充実 ○「第2期池田市子ども・子育て支援事業計画」の推進

内容：

○産休明け保育の実施(産後57日目からの受入れ） 幼児保育課

内容： 再掲Ⅲ-7-①

○一時預かりの実施 幼児保育課

内容： 再掲Ⅲ-7-①

○休日保育の実施 幼児保育課

場所： ステーションNビル２階「カルガモ」 再掲Ⅲ-7-①

内容： 私立1園で実施（日曜日・祝祭日）

対象： 市内認可保育所等在籍の乳幼児

育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやす
い環境の整備

子ども・
若者政策課

(主催：水月児童文化センター）

子育て
　　　支援課

　保育事業を充実し、一時保育・休日保育・病
児・病後児保育の拡充等、多様なニーズに対応
した子育てと仕事の両立支援を行う。

　企業に対して、両立を実現するための各種制
度が利用しやすい職場環境の整備や育児・介
護休業後の職場復帰支援などを働きかける。

日曜、祝祭日等の休日に家庭での保育が
困難となった児童に対して保育を行う。

基本理念の一つである「仕事と生活の調和を実
現できる環境づくり」を推進する。

公立保育所1所、公立認定こども園2園、私立保
育所7所、私立認定こども園6園及び小規模保育
事業所2園で実施

公立保育所1所、公立認定こども園2園、私立保
育所3所、私立認定こども園4園、認可外保育施
設等1所

ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレットの配
架
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

○病児・病後児保育の実施 幼児保育課

場所： 市立池田病院内　病児・病後児保育室 再掲Ⅲ-7-①

対象：

利用料：

○送迎保育ステーション事業 幼児保育課

場所： ステーションＮビル２階「カルガモ」 再掲Ⅲ-7-①

ライオンズマンション内「もりもりＫＩＤＳ」
内容：

○延長保育事業 幼児保育課

場所： 学務課

再掲Ⅲ-7-①

内容： 保育を実施し、多様な勤務時間の保護者に

対応し、長時間保育を保障する。

○待機児童解消保育事業 幼児保育課

場所： 【ふくまるキッズ園】阪急電車高架下（石橋駅最寄） 再掲Ⅲ-7-①

【待機児童解消保育ルームぴよぴよ】脇塚会館

内容：

関係各課介護サービスなどの充実 ○関係各課において実施

公立保育所1所、公立認定こども園4園、私立保
育所11園、私立認定こども園9園、地域型保育事
業所5所

　介護サービス・福祉サービス等を利用し、住み
慣れた地域で安心して暮らせるよう、性差による
ニーズの違いに配慮したさまざまなサービスを
提供するとともに、自立への支援をします。

送迎保育ステーションを設け、一部入所児童の送
迎拠点とし、保護者の利便性を図るとともに、待
機児童の防止を図る。

病気治療中、または病気回復期にある市内在住
の生後57日から小学6年生までの児童で、保護者
の事情により保育が困難な児童

住民税課税世帯及び生活保護世帯・市民税非
課税世帯の利用料を設定

認可保育所等に入所できなかった児童を受け入
れる事で、保護者の就労を支援する。育休明け
の申込が最も多い１、２歳児を受け入れ、待機児
童の防止を図る。
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基本課題Ⅳ  あらゆる暴力の根絶

セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、性犯罪、配偶者からの暴力（ドメス
ティック・バイオレンス（ＤＶ））、児童虐待、高齢者虐待などは、犯罪となる行為をも含
む重大な人権侵害です。

どのような暴力も絶対に許されないものであるという認識を徹底するとともに、暴力の形
態に応じた幅広い取り組みを総合的に推進していきます。特に、ＤＶについては、被害の防
止、相談対応、安全の確保、自立支援などを推進します。

性犯罪を含む暴力を根絶するために、家庭、地域、事業所、学校などあらゆる場面において、
どのようなものが暴力なのかを知らせると同時に、それらの暴力は犯罪をも含む人権侵害であり、
許されるものではないという意識を醸成します。

また、被害を潜在化させないよう、相談する窓口の情報提供や二次的被害をまねかないような
相談に関する環境整備を図り、被害者のエンパワメントを支援します。

被害者が子ども、高齢者、障がい者、外国人等の場合にも地域や関係機関などと連携しながら
きめ細かい対応に努めます。

【ＤＶ防止基本計画】

本市においてはこれまで、相談窓口を記載した名刺サイズのＤＶカードを関係各課の窓口や公

共施設に設置し、ＤＶに関する啓発並びに相談窓口の周知を図ってきました。また、面談と電話

による女性のための相談を実施してきました。ＤＶがどのようなものなのかなどの聞き取りも含

めて2018年度（平成30年度）には25件のＤＶ相談がありましたが、緊急一時保護・避難は0件です。

ＤＶは家庭内でおこることが多く、発見が遅れることで潜在化、深刻化する場合があります。

ＤＶ被害者はもちろんのこと、その家族や友人など、周りの人々がＤＶについての正しい認識が

あることによってＤＶ被害を未然に防ぐことができることから、ＤＶ問題を発生させないための

啓発活動や学習機会の提供を充実します。

また、あらゆる世代における交際相手からの暴力（以下「デートＤＶ」という。）についても

社会問題化しています。特に、中高校生や大学生など若年層におけるデートＤＶについての啓発

活動も推進します。

【ＤＶ防止基本計画】

本市においては、被害者が安心して相談できる相談体制、ＤＶ被害者等への緊急一時保護及び
緊急避難支援制度、緊急連絡にも対応できるよう関係機関との連携、「ＤＶ被害者支援マニュア
ル」の活用などをとおして、安全で安心に相談、避難、その後の生活自立など、ＤＶ被害者に対
する支援の仕組みを構築しています。

【ＤＶ防止基本計画】

被害者のための各相談窓口では、自立に向けた情報提供や助言が適切に行えるよう、常に最新

の情報を収集するとともに、被害者の状況にあった支援策を調整し、一人ひとりの自立に対する

適切な支援に努めています。今後も引き続き、ＤＶ被害者の立場に立ち、相談、安全の確保から

自立までのきめ細かな切れ目ない支援を進めるため、庁内関係課や関係機関が幅広く連携できる

仕組みを充実します。

●重点施策９ あらゆる暴力の根絶

●重点施策１０ ＤＶ問題を発生させない教育・啓発

●重点施策１１ ＤＶ被害者の安全を確保するための支援の推進

●重点施策１２ ＤＶ被害者の自立に向けた支援
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基本課題Ⅳ　あらゆる暴力の根絶

重点施策９　あらゆる暴力の根絶

担当課

①セクシュアル・ハラメントなどあらゆる暴力根絶のための啓発推進
あらゆる暴力を許さない社会風土の醸成 ○「女性に対する暴力をなくす運動」の広報周知 人権・文化

期間：
11月1日(金)～11月30日(土)（ダイバーシティセン
ター）

　　国際課

11月15日(金)～11月22日(金)(市役所1階)

方法： ポスター・チラシの掲出、広報誌掲載

○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅳ-10-①

○ＤＶ緊急避難・一時保護カードの掲出 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅳ-10-①

○ポスターの掲示 人権・文化

内容： 人身取引根絶のポスターを掲示し、啓発を図る。 　　国際課

○「池田市職員ハラスメント防止指針」の策定 人事課

内容：

②暴力被害者への相談の充実

さまざまな相談事業の充実 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅳ-11-①

方法： 専門相談、一般電話相談

件数： 延べ182件

内容：

方法： 電話・面談・訪問

件数： 351ケース

　多様な広報媒体を通じて啓発を推進する。
さまざまな機会を活用した学習機会を提供す
る。

庁内及びダイバーシティセンターにてＤＶ防止啓
発パンフレットを掲出

ＤＶの緊急一時保護・避難支援制度や女性相談
窓口を紹介

平成28年12月に「池田市職員ハラスメント防止指
針」を策定し、令和2年6月に改定。本指針を職員
に周知し、ハラスメントに関する相談窓口を設置

ダイバーシティにおいて女性にまつわるあらゆる
悩みの相談に応じる。

妊産婦及び18歳未満の子どもと家庭に関する相
談対応及び虐待への対応

子ども未来課

施策の方向および施策名 令和6年度

　人権が尊重される良好な職場環境を確保する
ため、すべての市職員が、ハラスメントを行わな
い、許さないという共通認識を持ち、ハラスメント
防止に努める。

○女性のための相談の実施

　性犯罪や児童虐待、高齢者虐待などに対応
する相談窓口の周知を徹底すると同時に、担当
者や相談員がその言動によって、被害者を傷つ
けないよう、研修の充実を図る。

○児童家庭相談の実施
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重点施策１０　ＤＶ問題を発生させない教育・啓発

担当課

①ＤＶ被害防止に向けた啓発の推進

ＤＶを理解するための教育・啓発活動の推進 ○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅳ-9-①

○ＤＶ緊急避難・一時保護カードの掲出 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅳ-9-①

ＤＶ発見・通報を促進するための広報 ○医療関係者への周知 人権・文化

内容： 　　国際課

若い世代に対する教育・啓発の実施 ○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化

内容： 　　国際課

〇研修会の周知

子どもの人権教育の推進 〇デートⅮＶについての学習

内容：

②職務関係者への研修の充実

ＤＶを理解するための研修の実施 ○ＤＶを理解するための研修の実施 人権・文化

内容： 　　国際課

個人情報の管理と秘密の保持の徹底 ○個人情報の管理と秘密保持の徹底 人権・文化

内容： 　　国際課

施策の方向および施策名 令和6年度

　「ＤＶ被害者支援マニュアル」を提示し、医師そ
の他の医療関係者等と連携しながら、ＤＶ防止
法に定められた発見、通報に係る規定の周知に
努める。

　若年層とその保護者、教育関係者を対象に、
デートＤＶに関する啓発や学習機会の提供を充
実する。

　内閣府が定めた「女性に対する暴力をなくす
運動期間」に併せて暴力防止キャンペーンを実
施するなど、ＤＶについての正しい認識や理解
が深まるよう広報・啓発活動を推進する。

庁内及びダイバーシティセンターにてＤＶ防止啓
発パンフレットを掲出

ＤＶの緊急一時保護・避難支援制度や女性相談
窓口を紹介

ＤＶ被害者支援マニュアルなどで、ＤＶ発見時の
対応について周知を図る。

庁内及びダイバーシティセンターにてＤＶ防止啓
発パンフレットを掲出

ＤＶ被害者支援マニュアルにＤＶの基礎知識を掲
載する。
ＤＶ対応情報ネットワーク会議において、ＤＶに関
する研修会を開催

ＤＶ被害者支援マニュアルにＤＶ相談における留
意事項、職務従事者としての基本的な心構え等
を掲載するとともに、ＤＶ対応情報ネットワーク会
議において、意見交換等を行う。

教育センター

学校教育
　　推進課　非暴力による問題解決の仕方を学ぶとともに、

自尊感情をもち、自分も相手も大切にすることが
できる気持ちを育む教育や学習の機会を提供
する。

　「ＤＶ被害者支援マニュアル」にそって、担当
者の理解不足による二次被害を防ぐため、ＤＶ
の定義や背景、支援制度など基礎的な研修を
通じて、幅広い研修の実施に努める。

　「ＤＶ被害者支援マニュアル」にそって、被害
者の個人情報の管理に努めるとともに、秘密の
保持を徹底させるため、職務関係者の研修を行
う。

中・義務教育学校の総合的な学習の時間を活用
し、デートDVについて学習する。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

③加害者への教育・啓発

加害者更正プログラムの研究 ○加害者更生プログラムの研究 人権・文化

内容： 国内外における研究について、情報収集を行う。 　　国際課

関係機関と連携した加害者相談の活用 ○男性相談の活用 人権・文化

内容： 　　国際課

加害者への教育・啓発の推進 ○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化

内容： 　　国際課

　加害者が更正するための有効な施策につい
て、情報収集と調査研究を行う。

　ＤＶの認識がありながら、暴力をやめられない
加害者に対し、相談窓口についての情報提供を
行う。

　加害者の大多数である男性に対し、配偶者へ
の暴力は人権侵害であり犯罪であるという認識
を周知徹底するための教育・啓発に努める。

加害者男性を対象として、相談や教育・啓発活動
を行っている団体や機関について情報収集を行
う。

庁内及びダイバーシティセンターにてＤＶ防止啓
発パンフレットを掲出
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重点施策１１　ＤＶ被害者の安全を確保するための支援の推進

担当課

①相談窓口の充実、情報提供
被害者のための相談体制の充実 人権・文化

内容： 　　国際課

再掲Ⅳ-9-②

方法： 専門相談、一般電話相談

件数： 延べ182件

○相談窓口の周知 人権・文化

内容： 　　国際課

○男性被害者からの相談 人権・文化

内容： 　　国際課

件数： 4件

人権・文化

　　国際課

身体の安全や保護命令にかかる情報の提供 ○被害者への情報提供 人権・文化

内容： 　　国際課

②緊急時の安全確保
緊急時の一時保護及び避難支援の充実 ○緊急一時保護・避難支援制度 人権・文化

内容： 　　国際課

件数： 緊急一時保護･･･0件

緊急避難支援･･･1件

○ 人権・文化

件数： 91件 　　国際課

民間施設も含めた広域的な受け入れ体制の整備 ○関係機関との連携 人権・文化

内容： 　　国際課

ダイバーシティにおいて女性にまつわるあらゆる
悩みの相談に応じる。

相談窓口を記載した名刺サイズのＤＶカードを関
係各課の窓口や公共施設に設置する。

人権・文化国際課で対応するほか、配偶者暴力
相談支援センターや大阪府女性相談センターの
相談窓口を紹介

緊急一時保護・避難支援制度を記載したＤＶ
カードや、大阪府発行のリーフレットを被害者に
渡している。

所持金を持たない緊急性のあるＤＶ被害者等に
対し、宿泊施設の提供及び避難先への交通費等
を扶助する。

他市町村から避難してきた被害者に、スムーズに
支援が行えるよう連携を図っている。

　危険な状態にある被害者やその子ども等を一
時保護し、安全を確保する。また、施設や親戚・
知人宅へ避難する場合の交通費等を支給する。

ＤＶ相談

　被害者に関しては、加害者から離れるほど安全
性が高いため、民間シェルターへの入所や都道
府県、他市町村の関係機関との広域連携による
支援体制の推進に努める。

施策の方向および施策名 令和6年度

○女性のための相談の実施

　緊急のＤＶ相談をはじめ、電話や面談による被
害者相談の充実を図る。また、他の相談からの引
継ぎが円滑に行われるよう、関係機関との連携を
図る。

　被害者に対して二次的被害を与えることのない
よう、相談窓口や手続きの担当者への研修を充
実する。

　緊急的な被害者に対し、警察や配偶者暴力相
談支援センター等関係機関との連絡調整を行
い、緊急一時保護及び緊急避難支援制度、ＤＶ
防止法に基づく保護命令等の情報の提供に努め
る。
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重点施策１２　ＤＶ被害者の自立に向けた支援

担当課

①自立支援策の充実

自立に必要な情報の提供 ○関係各課への情報提供 人権・文化

内容： 　　国際課

○母子生活支援施設への入所

内容：

再掲下段

件数： 1件

○子育て短期支援事業

内容：

件数： 4件（8日）

○市営住宅への入居 都市政策課

内容：

実績： なし 再掲下段

自立に向けた支援の充実 ○ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等 総合窓口課

　の被害者保護の支援措置の実施 再掲Ⅳ-12-②

件数：

○同行支援 人権・文化

内容： 　　国際課

件数： 3件

○母子生活支援施設への入所

内容：

再掲上段

件数： 1件

○市営住宅への入居 都市政策課

内容： 再掲中段

実績： なし

入居申込の際、同居親族要件の適用を除外し
て、単独での入居が可能

　被害者やその子どもが安心して新しい一歩を
踏み出せるよう、住民基本台帳における支援措
置をはじめ、母子自立支援施策や市営住宅の
優先入居、就学、障がい福祉サービスの提供な
ど、自立に向けた支援策の充実に努める。ま
た、短期間にめまぐるしく変わる環境の変化によ
る精神的な負担を軽減するため、同行支援や
関係機関との連絡調整に努める。

一時保護施設への避難等において、被害者に
同行

施策の方向および施策名 令和6年度

　被害者やその子どもが自立する際に必要な住
宅の確保や行政手続等に関する情報の提供、
助言を行う。

入居申込の際、同居親族要件の適用を除外し
て、単独での入居が可能

196件（令和6年度中に新規、更新で支援措置を
したもので、他市からの転送分も含む）

事情のある女子とその監護すべき児童を入所さ
せ、自立に向けた生活支援を行う。（DV含む）

子育て
　 支援課

子ども未来課

相談内容を聞いたうえで、被害者に必要な情報
を提供し、担当課へ同行

事情のある女子とその監護すべき児童を入所さ
せ、自立に向けた生活支援を行う。（DV含む）

家庭における児童の養育が一時的に困難となっ
た場合や子育ての負担軽減が必要な場合、経済
的理由等により親子の緊急保護が必要な場合に
児童福祉施設などにおいて一定期間養育、保護
することにより、児童及びその家庭の福祉の向上
を図る。

子育て
　 支援課
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

○要件をみたすDV被害者への生活保護の適用 生活福祉課

内容：

件数： 0世帯

○障がい福祉サービスの提供 障がい福祉課

内容：

実績： なし

○介護認定、介護給付の受給 介護保険課

内容：

件数： 0件

○ＤＶ被害者の子の保育所等入所 幼児保育課

内容：

件数： 0件

○ＤＶ被害者の国民健康保険にかかる措置 国保・年金課

内容：

○DV被害者の子の子ども医療・ひとり親家庭医療への加入 保険医療課

内容：

件数： 6件

○ＤＶによる避難転入児童生徒に対する就学の支援 学務課

件数： 4件

住民登録のない要生活保護状態にあるＤＶ被害
者を保護

ＤＶ等により住民登録のない市内在住者に、市
民と同等の障がい福祉サービスを提供する。

ＤＶなどにより住民登録のない市内在住者の介
護認定及び介護給付の受給については、住民
登録している市町村と協議し調整する。

離婚が成立していなくても、ひとり親家庭に準ず
る取扱い。送迎は申請された保護者以外の者に
は対応していない。入所選考においては就労状
況等に関わらず最優先で入所案内を行ってい
る。

住民登録のないＤＶ被害者の加入やＤＶによる
傷病の場合の保険診療による受診、医療費通知
等の被害者にかかる情報の保護

住民登録のないＤＶ被害者の子について、各医
療保険に加入した場合に限り認めている。
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担当課施策の方向および施策名 令和6年度

②関係機関との連携協力

ＤＶ情報の共有 ○ＤＶ情報の共有 人権・文化

内容： 　　国際課

状況に応じた対応 ○ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等 総合窓口課

　の被害者保護の支援措置の実施 再掲Ⅳ-12-①

件数：

○関係各課への情報提供 人権・文化

内容： 　　国際課

関係機関やネットワーク組織の連携強化 ○ＤＶ対応情報ネットワーク会議の開催 人権・文化

内容： 　　国際課庁内外のＤＶ関係課・機関と情報の交換や対応
を検討し、ＤＶの防止及び被害者の保護を図る。

　被害者が相談やさまざまな手続きなどを行う際
に、関係機関との緊密な連絡調整と円滑な処理
を行うことができるよう、情報の共有に努める。

　加害者の執拗な追跡のため、住民票を異動で
きない場合など、被害者支援の観点から、各種
行政サービス手続きの適切な対応に努める。

その他・
ＤＶ情報ネット
ワーク会議関
係課

　ＤＶ対応情報ネットワーク会議を通じ、関係機
関との連携を図り、情報の共有、被害者の迅
速・適切な保護、支援等に努める。

各関係機関による支援の必要性を踏まえなが
ら、必要な情報については当該機関と情報共有
し、連携を図っている。

196件（令和6年度中に新規、更新で支援措置を
したもので、他市からの転送分も含む）

相談内容を聞いたうえで、被害者に必要な情報
を提供し、担当課へ同行
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７ 計画推進の指標一覧（再掲） 

 

基本課題 指標名 現状値 
目標値 

(令和 6 年) 

Ⅰ 広報誌・ホームページへの男女共同参画関連

記事の掲載回数 
48 回 増加させる 

男
女
共
同
参
画
社
会
実

現
の
た
め
の
基
盤
整
備 

男女共同参画に関する研修・啓発事業への参

加者数 
772 人 増加させる 

乳がん検診受診率（※①） 15.5％ 50％以上 

子宮がん検診受診率（※①） 19.1％ 50％以上 

Ⅱ 

女性のいない審議会等を０に 
69 機関中 

0 機関 
男
女
が
協
力
し
て

取
り
組
む
地
域
・
ま

ち
づ
く
り
の
推
進 

14 機関 

審議会等への女性の参画率 27.0% 40％ 

市職員のうち女性管理職（課長級以上）の割合 17.3% 20％ 

Ⅲ 

「ワーク・ライフ・バランス」の言葉の認知 
54.3% 

70％ 
就
労
の
場
の
男
女

平
等
と
仕
事
と
生

活
の
調
和
の
実
現 

（R5） 

市男性職員の「育児参加休暇（※②）」取得者率 60.0% 60％ 

父親向けの子育て支援事業への参加者 346 人 増加させる 

Ⅳ セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる暴力根

絶のための啓発活動 
6 回 増加させる 

あ
ら
ゆ
る
暴
力
の

根
絶 

ＤＶ・デートＤＶに係る相談窓口等の情報提供 3 回 増加させる 

市職員・相談員への研修及びＤＶ防止のための

情報提供 
1 回 増加させる 

※① 国のがん対策推進基本計画では、「75歳未満のがんによる死亡率の20％減少」を目標とし、そのため

の個別目標として、がん検診の受診率を 50％以上とすることが定められている。乳がん検診受診率

は 40 歳～69 歳、子宮がん検診受診率 20 歳～69 歳対象。 

※② 「育児参加休暇」→対象者（出産する配偶者を持つ男性職員） 

出産日（予定日）の前後各８週間の間に５日（第１子の場合は産後８週のみ） 

 

※基本課題Ⅲの言葉の認知を除く現状値については、令和 6 年度中の数値を掲載。 
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                       「第２次池田市男女共同参画推進計画（いけだパートナーシップ２１）」   　　　　　　

基本課題 重点施策 実績 担当課（令和6年度）

Ｉ 1 ②調査・統計における男女別情報の充実 男女共同参画に関する各種調査などの情報収集 ○全部局での取り組み 全部局

Ｉ 1 ②調査・統計における男女別情報の充実 男女別情報（ジェンダー統計の充実） ○全部局での取り組み 全部局

Ｉ 2
②多様な選択を可能にする社会教育の
推進

誰もが参加しやすい環境の整備 ○全部局での取り組み 全部局

Ⅱ 4
①行政委員・審議会委員などへの男女共
同参画の促進

審議会等への女性委員の積極的登用 ○各種審議会等への女性の登用促進 全部局

Ⅱ 4
①行政委員・審議会委員などへの男女共
同参画の促進

女性委員のいない審議会などの解消 ○女性のいない審議会などの解消 全部局

Ⅱ 5
②男女共同参画で行う地域活動・社会活
動の促進

地域活動における男女共同参画の促進のための情報
提供や学習機会の提供

○全部局での取り組み 全部局

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

介護サービスなどの充実 ○関係各課において実施 関係各課

Ｉ 1 ①男女共同参画推進のための広報・啓発
活動の推進 多様な媒体や機会を通じた情報発信・啓発 ○広報媒体による情報の提供、啓発 広報広聴課

Ｉ 1
①男女共同参画推進のための広報・啓発
活動の推進

多様な媒体や機会を通じた情報発信・啓発 ○広報誌での男女共同参画の視点に立った表現 広報広聴課

Ⅱ 5
②防災・災害復興対策における男女共同
参画の推進

自主防災組織への女性の参画促進 ○講師依頼 危機管理課

Ⅱ 5 ②防災・災害復興対策における男女共同
参画の推進 男女の防災力アップへの支援 ○自主防災訓練実施 危機管理課

Ｉ 1
①男女共同参画推進のための広報・啓発
活動の推進

市職員・教職員に対する情報発信・啓発 ○職員研修会 人事課

Ⅱ 4 ②市政や教育にかかわる政策・方針決定
過程への女性の参画拡大 女性職員・教職員の職域拡大 ○職員構成状況（女性割合） 人事課

Ⅱ 4
②市政や教育にかかわる政策・方針決定
過程への女性の参画拡大

女性職員・教職員の管理職への登用の促進 ○職員管理職構成状況（女性割合） 人事課

Ⅱ 4
②市政や教育にかかわる政策・方針決定
過程への女性の参画拡大

女性職員・教職員の管理職への登用の促進 ○「池田市特定事業主行動計画」の推進 人事課

Ⅲ 8
①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の周知促進

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する
意識啓発の推進

○「池田市特定事業主行動計画」の公表 人事課

Ⅲ 8 ①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の周知促進 市役所のワーク・ライフ・バランスの推進 ○「池田市特定事業主行動計画」の推進 人事課

Ⅳ 9
①セクシャル・ハラスメントなどあらゆる暴
力根絶のための啓発推進

あらゆる暴力を許さない社会風土の醸成 ○「池田市職員ハラスメント防止指針」の策定 人事課

施策の方向及び施策名

総合政策部

総務部
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                       「第２次池田市男女共同参画推進計画（いけだパートナーシップ２１）」   　　　　　　

基本課題 重点施策 実績 担当課（令和6年度）施策の方向及び施策名

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実
○ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等
  の被害者保護の支援措置の実施

総合窓口課

Ⅳ 12 ②関係機関との連携協力 状況に応じた対応
○ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等
  の被害者保護の支援措置の実施

総合窓口課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の社会参画促進のための支援 ○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 障がい者の就労支援の充実 ○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

Ⅱ 6 ②ひとり親家庭等の生活支援の充実 ひとり親家庭への支援についての情報の提供 ○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

男女雇用機会均等法等の法制度の周知徹底と労働
相談の充実

○労働に関するチラシ・ポスターの配架・掲示 商工振興課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

男女雇用機会均等法等の法制度の周知徹底と労働
相談の充実

○しごと相談・支援センターの設置 商工振興課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

働く男女の健康管理対策の推進 ○メンタルヘルスの確保に向けての広報 商工振興課

Ⅲ 7 ②農業、自営業等に従事する女性の経済
的地位の向上と就業環境の整備 女性の起業支援 ○企業育成室「いけだピアまるセンター」の設置 商工振興課

Ⅲ 7
②農業、自営業等に従事する女性の経済
的地位の向上と就業環境の整備

農業や自営業に従事する女性への支援の充実 未実施 商工振興課

Ⅲ 8
①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の周知促進

企業へのはたらきかけ ○ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレットの掲出 商工振興課

Ⅲ 8 ③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環
境の整備

○ワーク・ライフ・バランスに関するパンフレットの掲出 商工振興課

Ｉ 1
①男女共同参画推進のための広報・啓発
活動の推進

多様な媒体や機会を通じた情報発信・啓発 ○男女共同参画啓発パンフレットの作成 人権・文化国際課

Ｉ 1
①男女共同参画推進のための広報・啓発
活動の推進

多様な媒体や機会を通じた情報発信・啓発 ○男女共同参画社会をめざす講座の開催 人権・文化国際課

Ｉ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

性的少数者（ＬＧＢＴ）への配慮 〇広報誌での啓発 人権・文化国際課

Ｉ 2
②多様な選択を可能にする社会教育の
推進

誰もが参加しやすい環境の整備 ○男女共同参画社会をめざす講座の開催 人権・文化国際課

Ｉ 2
②多様な選択を可能にする社会教育の
推進

男女共同参画に関する学習機会の充実 ○講座の開催 人権・文化国際課

Ⅰ 3 ②性教育の推進 性の多様性に対する配慮 ○広報誌での啓発 人権・文化国際課

Ⅱ 4
①行政委員・審議会委員などへの男女共
同参画の促進

審議会等への女性委員の積極的登用 ○各種審議会等への女性の登用促進 人権・文化国際課

Ⅱ 4
①行政委員・審議会委員などへの男女共
同参画の促進

女性委員のいない審議会などの解消 ○女性のいない審議会などの解消 人権・文化国際課

Ⅱ 4 ③女性のエンパワメントとネットワーク支
援 女性の活動グループの育成 ○施設利用の促進 人権・文化国際課

Ⅱ 4
③女性のエンパワメントとネットワーク支
援

女性のチャレンジに関する情報収集と提供の充実 ○ダイバーシティセンター内図書の充実 人権・文化国際課

Ⅱ 4
③女性のエンパワメントとネットワーク支
援

女性リーダーの発掘・育成と情報提供 ○各種審議会等への女性の登用促進 人権・文化国際課

Ⅱ 4
③女性のエンパワメントとネットワーク支
援

女性リーダーの発掘・育成と情報提供 ○女性のいない審議会などの解消 人権・文化国際課

Ⅱ 5
②防災・災害復興対策における男女共同
参画の推進

男女の防災力アップへの支援 〇パンフレットの配架 人権・文化国際課

Ⅱ 6 ②ひとり親家庭等の生活支援の充実 多様な家族形態への理解の促進 ○人権リーダー養成講座の実施 人権・文化国際課

Ⅱ 6 ③在住外国人等の生活支援の充実
相互理解のための交流の場や学習機会の提供の充
実

○ボランティアグループへの支援 人権・文化国際課

Ⅱ 6 ③在住外国人等の生活支援の充実
相互理解のための交流の場や学習機会の提供の充
実

○保育付き「にほんごカフェ」の実施 人権・文化国際課

Ⅱ 6 ③在住外国人等の生活支援の充実
相互理解のための交流の場や学習機会の提供の充
実

○外国人と地域市民が交流できるイベントの実施 人権・文化国際課

Ⅱ 6 ③在住外国人等の生活支援の充実 多言語による情報提供の充実 ○行政窓口文書等の翻訳 人権・文化国際課

Ⅱ 6 ③在住外国人等の生活支援の充実 多言語による情報提供の充実 ○多言語情報誌「池田くらしの情報」発行（隔月） 人権・文化国際課

Ⅱ 6 ③在住外国人等の生活支援の充実 多言語による相談窓口の整備 ○多言語スタッフの派遣 人権・文化国際課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

雇用の場での女性の活躍推進と男女が共に働き続け
やすい職場環境づくりのための啓発・広報

○庁内及びダイバーシティセンターでの情報提供 人権・文化国際課

Ⅲ 8 ②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進 男性向けの情報提供や啓発活動の推進

○男性向けの男女共同参画についてのリーフレットや
　パンフレットなどの掲出 人権・文化国際課

Ⅲ 8
②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進

男性のネットワーク支援 ○ダイバーシティセンター内図書の充実 人権・文化国際課

Ⅲ 8
②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進

男性のネットワーク支援 ○父親支援事業の実施 人権・文化国際課

Ⅳ 9 ①セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる
暴力根絶のための啓発推進 あらゆる暴力を許さない社会風土の醸成 ○「女性に対する暴力をなくす運動」の広報周知 人権・文化国際課

Ⅳ 9
①セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる
暴力根絶のための啓発推進

あらゆる暴力を許さない社会風土の醸成 ○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化国際課

Ⅳ 9
①セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる
暴力根絶のための啓発推進

あらゆる暴力を許さない社会風土の醸成 ○ＤＶ緊急避難・一時保護カードの掲出 人権・文化国際課

Ⅳ 9
①セクシュアル・ハラスメントなどあらゆる
暴力根絶のための啓発推進

あらゆる暴力を許さない社会風土の醸成 ○ポスターの掲示 人権・文化国際課

Ⅳ 9 ②暴力被害者への相談の充実 さまざまな相談事業の充実 ○女性のための相談の実施 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ①ＤＶ被害防止に向けた啓発の推進 ＤＶを理解するための教育・啓発活動の推進 ○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化国際課

市民活動部
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                       「第２次池田市男女共同参画推進計画（いけだパートナーシップ２１）」   　　　　　　

基本課題 重点施策 実績 担当課（令和6年度）施策の方向及び施策名

Ⅳ 10 ①ＤＶ被害防止に向けた啓発の推進 ＤＶを理解するための教育・啓発活動の推進 ○ＤＶ緊急避難・一時保護カードの掲出 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ①ＤＶ被害防止に向けた啓発の推進 ＤＶ発見・通報を促進するための広報 ○医療関係者への周知 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ①ＤＶ被害防止に向けた啓発の推進 若い世代に対する教育・啓発の実施 ○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ②職務関係者への研修の充実 ＤＶを理解するための研修の実施 ○ＤＶを理解するための研修の実施 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ②職務関係者への研修の充実 個人情報の管理と秘密の保持の徹底 ○個人情報の管理と秘密保持の徹底 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ③加害者への教育・啓発 加害者更正プログラムの研究 ○加害者更生プログラムの研究 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ③加害者への教育・啓発 関係機関と連携した加害者相談の活用 ○男性相談の活用 人権・文化国際課

Ⅳ 10 ③加害者への教育・啓発 加害者への教育・啓発の推進 ○ＤＶ防止啓発パンフレットの掲出 人権・文化国際課

Ⅳ 11 ①相談窓口の充実、情報提供 被害者のための相談体制の充実 ○女性のための相談の実施 人権・文化国際課

Ⅳ 11 ①相談窓口の充実、情報提供 被害者のための相談体制の充実 ○相談窓口の周知 人権・文化国際課

Ⅳ 11 ①相談窓口の充実、情報提供 被害者のための相談体制の充実 ○男性被害者からの相談 人権・文化国際課

Ⅳ 11 ①相談窓口の充実、情報提供 身体の安全や保護命令にかかる情報の提供 ○被害者への情報提供 人権・文化国際課

Ⅳ 11 ②緊急時の安全確保 緊急時の一時保護及び避難支援の充実 ○緊急一時保護・避難支援制度 人権・文化国際課

Ⅳ 11 ②緊急時の安全確保 緊急時の一時保護及び避難支援の充実 ○ＤＶ相談 人権・文化国際課

Ⅳ 11 ②緊急時の安全確保 民間施設も含めた広域的な受け入れ体制の整備 ○関係機関との連携 人権・文化国際課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に必要な情報の提供 ○関係各課への情報提供 人権・文化国際課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○同行支援 人権・文化国際課

Ⅳ 12 ②関係機関との連携協力 ＤＶ情報の共有 ○ＤＶ情報の共有 人権・文化国際課

Ⅳ 12 ②関係機関との連携協力 状況に応じた対応 ○関係各課への情報提供 人権・文化国際課

Ⅳ 12 ②関係機関との連携協力 関係機関やネットワーク組織の連携強化 ○ＤＶ対応情報ネットワーク会議の開催 人権・文化国際課

Ⅱ 5
②防災・災害復興対策における男女共同
参画の推進

男女の防災力アップへの支援 ○自治会・町内会役員の女性割合 コミュニティ推進課

Ⅲ 8 ②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進 男性のネットワーク支援 ○ＮＰＯ人材養成講座の実施 コミュニティ推進課

Ⅲ 8
②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進

男性のネットワーク支援 ○市民活動交流センターの運営・管理 コミュニティ推進課
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基本課題 重点施策 実績 担当課（令和6年度）施策の方向及び施策名

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の社会参画促進のための支援 ○シルバー人材センターへの助成 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の社会参画促進のための支援 ○民生委員児童委員協議会の活動 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○高齢者日常生活援助事業 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○ねたきり老人に対する紙おむつの支給 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○養護老人ホームへの入所措置 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○緊急通報装置の貸出事業 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 当事者や家族の会の支援 ○高齢者見守り事業 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 当事者や家族の会の支援 ○シルバー人材センターへの助成 高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ②ひとり親家庭等の生活支援の充実 ひとり親家庭への支援についての情報の提供
○母子寡婦福祉会事務局を設置し、母子寡婦関係
　の情報を提供

高齢・福祉総務課

Ⅱ 6 ②ひとり親家庭等の生活支援の充実
ひとり親家庭への相談機能の充実と相談担当者等へ
の研修の充実

○民生委員・児童委員を対象に、新任・中堅研修を
  大阪府民生委員児童委員協議会において実施

高齢・福祉総務課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○要件をみたすDV被害者への生活保護の適用 生活福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○機能訓練の実施 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○聴覚障がい者等支援事業（要約筆記通訳含む） 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○重度障がい者住宅改造助成事業 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○障がい者デイサービス給付費 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○共同生活援助給付事業 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○居宅介護支援給付事業 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○障がい者入浴サービス事業 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○障がい者地域支援センター運営事業 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 障がい者の就労支援の充実 〇施設介護支援給付事業 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 障がい者の就労支援の充実 〇施設訓練給付事業 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 当事者や家族の会の支援 〇障がい者社会参加促進事業 障がい福祉課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○障がい福祉サービスの提供 障がい福祉課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○共同介護認定審査会事業 介護保険課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○介護保険居宅・地域密着型サービスの給付 介護保険課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○介護保険施設サービス 介護保険課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○介護認定、介護給付の受給 介護保険課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 高齢男女の生活自立支援 ○在宅介護支援事業 地域支援課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○ＤＶ被害者の国民健康保険にかかる措置 国保・年金課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○DV被害者の子の児童医療・ひとり親家庭医療への加入 保険医療課

福祉部
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基本課題 重点施策 実績 担当課（令和6年度）施策の方向及び施策名

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

子育て支援の充実 ○「第2期池田市子ども・子育て支援事業計画」の推進
（平成27年度より、「池田市子ども・子育て支援事業計画」の推進）

子ども・若者政策課

Ⅱ 6 ②ひとり親家庭等の生活支援の充実 ひとり親家庭への支援についての情報の提供 ○ひとり親家庭相談事業の実施 子育て支援課

Ⅱ 6 ②ひとり親家庭等の生活支援の充実 ひとり親家庭への支援についての情報の提供 ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業（大阪府へ進達） 子育て支援課

Ⅲ 8
②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進

男性向けの家事、育児、介護などの生活能力を高め
るための講座などの開催

○親子教室（地域子育て支援拠点事業） 子育て支援課

Ⅲ 8
②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進

男性のネットワーク支援 ○親子教室（地域子育て支援拠点事業） 子育て支援課

Ⅳ 9 ②暴力被害者への相談の充実 さまざまな相談事業の充実 ○児童家庭相談の実施 子ども未来課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に必要な情報の提供 ○母子生活支援施設への入所 子育て支援課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に必要な情報の提供 ○子育て短期支援事業 子ども未来課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○母子生活支援施設への入所 子育て支援課

Ⅰ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

教職員の学習機会の充実 ○保育士研修会の実施 幼児保育課

Ⅰ 2 ①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実 教職員の学習機会の充実 ○乳幼児期における人権保育 幼児保育課

Ⅰ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

性別にとらわれないキャリア教育の推進 ○乳幼児の保育、教育の充実 幼児保育課

Ⅰ 3 ①生涯をとおしての健康づくりの支援 性差に応じた健康管理の充実 ○乳幼児期の健康管理の充実 幼児保育課

Ⅰ 3 ②性教育の推進 学校などにおける性教育の充実 ○自らを大切にする教育・保育の充実 幼児保育課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○産休明け保育の実施(産後57日目からの受入れ） 幼児保育課

Ⅲ 7 ①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進 非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○一時預かりの実施 幼児保育課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○休日保育の実施 幼児保育課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○病児・病後児保育の実施 幼児保育課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○送迎保育ステーション事業 幼児保育課

Ⅲ 7 ①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進 非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○延長保育事業 幼児保育課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○待機児童解消保育事業 幼児保育課

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

子育て支援の充実 ○産休明け保育の実施(産後57日目からの受入れ） 幼児保育課

Ⅲ 8 ③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充 子育て支援の充実 ○一時預かりの実施 幼児保育課

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

子育て支援の充実 ○休日保育の実施 幼児保育課

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

子育て支援の充実 ○病児・病後児保育の実施 幼児保育課

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

子育て支援の充実 ○送迎保育ステーション事業 幼児保育課

Ⅲ 8 ③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充 子育て支援の充実 ○延長保育事業 幼児保育課

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

子育て支援の充実 ○待機児童解消保育事業 幼児保育課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○ＤＶ被害者の子の保育所等入所 幼児保育課

Ⅱ 6 ①高齢者・障がい者の生活支援の充実 男女平等の視点に立った障がい者の相談などの充実 ○障がい児の療育の実施 やまばと学園

Ⅰ 3 ①生涯をとおしての健康づくりの支援 健康の自己管理意識の形成 ○いけだ健康フェスタの実施

健康増進課
保険医療課
国保・年金課
地域支援課
介護保険課

Ⅰ 3 ①生涯をとおしての健康づくりの支援 性差に応じた健康管理の充実 ○健康増進事業の実施 健康増進課

Ⅰ 3 ①生涯をとおしての健康づくりの支援 性差に応じた健康管理の充実 ○保健事業のご案内の配布 健康増進課

Ⅰ 3 ①生涯をとおしての健康づくりの支援 性差に応じた健康管理の充実 ○健康診査の実施 健康増進課

Ⅰ 3 ①生涯をとおしての健康づくりの支援 健康を脅かす要因に関する情報提供の充実 ○健康課題関連の情報提供の実施
健康増進課
子ども未来課

子ども・健康部
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基本課題 重点施策 実績 担当課（令和6年度）施策の方向及び施策名

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に必要な情報の提供 ○市営住宅への入居 都市政策課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○市営住宅への入居 都市政策課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○延長保育事業 学務課

Ⅲ 8
③仕事との両立を支える子育て・介護
サービスの拡充

子育て支援の充実 ○延長保育事業 学務課

Ⅳ 12 ①自立支援策の充実 自立に向けた支援の充実 ○ＤＶによる避難転入児童生徒に対する就学の支援 学務課

Ⅱ 4
②市政や教育にかかわる政策・方針決定
過程への女性の参画拡大

女性職員・教職員の職域拡大 ○教職員構成状況（女性割合） 教職員課

Ⅱ 4
②市政や教育にかかわる政策・方針決定
過程への女性の参画拡大

女性職員・教職員の管理職への登用の促進 ○教職員管理職構成状況（女性割合） 教職員課

Ｉ 1 ①男女共同参画推進のための広報・啓発
活動の推進 市職員・教職員に対する情報発信・啓発 ○職業意識の形成に向けた進路指導の充実 学校教育推進課

Ｉ 1
①男女共同参画推進のための広報・啓発
活動の推進

市職員・教職員に対する情報発信・啓発 ○人権教育研修 学校教育推進課

Ⅰ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

教職員の学習機会の充実 ○教職員研修会の実施 学校教育推進課

Ⅰ 2 ①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実 教職員の学習機会の充実 ○池田市人権教育研究協議会との連携 学校教育推進課

Ⅰ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

性別にとらわれないキャリア教育の推進 ○就学前教育の充実 学校教育推進課

Ⅰ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

性別にとらわれないキャリア教育の推進 ○男女平等観にたった特別活動の推進 学校教育推進課

Ⅰ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

性別にとらわれないキャリア教育の推進 ○技術・家庭科における男女共修の推進 学校教育推進課

Ⅰ 3 ②性教育の推進 学校などにおける性教育の充実 ○人権尊重の立場にたった性教育の推進 学校教育推進課

Ⅰ 3 ②性教育の推進 学校などにおける性教育の充実 ○思春期の男女に対する正しい知識の普及 学校教育推進課

Ⅳ 10 ①DV被害防止に向けた啓発の推進 子どもの人権教育の推進 〇デートDVについての学習 学校教育推進課

Ｉ 2
②多様な選択を可能にする社会教育の
推進

情報教育の推進 ○研修会の実施、情報提供の支援 教育センター

Ⅰ 3 ②性教育の推進 思春期相談の充実 ○教育相談の実施 教育センター

Ⅳ 10 ①DV被害防止に向けた啓発の推進 若い世代に対する教育・啓発の実施 〇研修会の周知 教育センター

Ｉ 2
②多様な選択を可能にする社会教育の
推進

社会教育関係者への研修の充実 ○市主催人権講演会への参加 社会教育課

Ｉ 2 ②多様な選択を可能にする社会教育の
推進

男女共同参画に関する学習機会の充実 ○婦人学級の開催 社会教育課

Ⅰ 2 ①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実 男女平等の視点を育む「教育コミュニティ」の推進 ○各学園における「ふれあい事業」の実施 地域教育課

Ⅰ 2
①保育所・こども園・幼稚園・小学校・中
学校における男女平等教育の充実

男女平等の視点を育む「教育コミュニティ」の推進
○各小学校・義務教育学校（前期過程）における「キッズラン
ド」の実施

地域教育課

Ⅲ 7
①就労の場における男女の均等な機会と
待遇の確保の推進

非正規雇用に対する雇用環境の整備 ○留守家庭児童会の運営 地域教育課

Ⅲ 8
②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進

男性向けの家事、育児、介護などの生活能力を高め
るための講座などの開催

○「おかあさんといっしょ　おとうさんもいっしょ」 地域教育課

Ⅲ 8 ②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進 男性のネットワーク支援 ○「おかあさんといっしょ　おとうさんもいっしょ」 地域教育課

Ⅲ 8
②男性の家庭生活や地域活動への参画
の促進

男性向けの家事、育児、介護などの生活能力を高め
るための講座などの開催

○あなたも厨房に入ろう （男性料理教室） 中央公民館

教育委員会

まちづくり環境部
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検
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